
🔶認知症介護基礎研修eラーニングの受講の流れ🔶

STEP1介護労働安定センターへの申込および支払い STEP2 eラ－ニングシステムでの受講登録
STEP１およびSTEP２をどちらも行う必要があります︕

令和６年４月３０日 埼玉県 福祉部 地域包括ケア課 認知症・虐待防止担当

①【♦管理者・施設長等】 事業所の登録

②【♦管理者・施設長等】 申込書※の送信
※ 様式１号 FAXまたはメール

【★介護労働安定センター】 請求書送付

③【♦管理者・施設長等】 支払い

STEP2へ進む
【♦管理者・施設長等】 ■受講者へ事業所コードを伝える

①【■受講者】 eラーニングシステムでの受講登録

【 ♦管理者・施設長等および■受講者】
「会員情報登録完了のお知らせ」のメール（自動）が届く
≪注意︕︕≫この段階では、まだ受講できません

②【★介護労働安定センター】 受講決定（受講承認）

【 ♦管理者・施設長等および■受講者】
「受講開始のお知らせ」のメール（自動）が届く

受講開始

申込書の送信から
請求書の到着まで
１週間程度

入金日の翌営業日までを
目安に登録してください

支払いおよび受講登録が
済んでから受講決定まで
１週間程度


